審議会において類型承認を得た事項
１　宇都宮市個人情報保護条例第６条第２項第２号の規定に基づく収集の内容による規制に係る個人情報を例外的に収集できる場合の類型

	番号
	行政事務の類型
	収集できる
個人情報の類型

	１
	（相談，陳情，要望等の聴取）

　市民等からの相談，陳情，要望，意見，主張等を聴取する際に，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・宗教

・人種・民族

・犯罪歴

	
	（作文，論文等の募集）

　コンクール等において募集された作文，論文等の記載内容に収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・宗教

・人種・民族

・犯罪歴

	２
	（研修会等講師選任）

　研修会等の講師を選任する際に，刊行物等で一般に入手し得るものに掲載された収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・宗教

・人種・民族

・犯罪歴

	３
	（栄典，表彰等の候補者の選考）

　栄典，表彰等の候補者を選考する際に，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・犯罪歴

	４
	（公共事業における土地等の取得並びに補償）

　公共事業において，土地，家屋等の取得に際し，墳墓等の宗教施設の改装，移転の費用や供用，祭礼の費用の補償を適正に行うため，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・宗教

	５
	（議員等に関連する資料の収集）

　議員等の政党名，会派名，政治理念等収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

	６
	（治療等）

　治療，疾病予防行為等の事務の中で収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・宗教

	７
	（措置，給付等）

　各種の措置，給付等の事務を行う際に，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・宗教

・人種・民族

	８
	（料金等の徴収）

　料金等の徴収事務を行う際に，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱う場合
	・思想・信条

・宗教

・人種・民族


	番号
	行政事務の類型
	収集できる
個人情報の類型

	９
	（児童等の管理指導）

　小中学校に在籍する者や社会福祉施設等の入所者を管理指導する事務を行う際に，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・思想・信条

・宗教
・人種・民族
・犯罪歴

	１０
	（国際交流に関連する資料の収集）

　国際交流の海外からの研修者や来客者等の受け入れに際し，収集禁止事項に係る個人情報を取り扱うことになる場合
	・宗教
・民族


２　宇都宮市個人情報保護条例第６条第３項第６号の規定に基づく，例外的な本人以外からの個人情報の収集で，本人同意等によらないでできる場合の類型

	番号
	行政事務の類型

	１
	（栄典，表彰等の候補者の選考）

　栄典，表彰等の候補者を選考する際に，候補者の氏名，住所，経歴，推薦の理由その他の候補者に関する個人情報を本人以外の者から収集する場合

	２
	（団体等の指導等及び補助金の交付）

　団体又は事業を営む個人（以下「団体等」という。）に対する指導等を行うため及びその団体に対して，その事業活動を助成する目的で交付する補助金等の算定の基礎とするため，補助金等の算定等に必要な範囲内で，団体等の職員等又は団体等の施設の利用者，入所者等に関する個人情報を当該団体等から収集する場合

	３
	（委員選任）

　附属機関，懇談会等の委員を選任するため，当該附属機関，懇談会等の運営に必要な範囲内で，委員候補者に関する個人情報を当該候補者が所属する団体等から収集する場合

	４
	（相談，陳情，要望等の聴取）

　各種相談，陳情，要望等を聴取する際に，相談者等以外の個人情報を収集する場合

	５
	（所在等の確認）

　本人の所在等を確認する際に，本人以外から本人の個人情報を収集する場合

	６
	（参考資料の収集）

　市の他の機関，国，他の市町村その他の者から送付された資料に名簿等の個人情報が含まれている場合


３　宇都宮市個人情報保護条例第８条第１項第６号の規定に基づく，例外的な個人情報の目的外利用及び外部提供で，本人同意等によらないでできる場合の類型

	番号
	行政事務の類型

	１
	（講師，指導員，委員等の選任）

　国又は他の地方公共団体の講師，指導員，委員等選任に資するため，個人情報を当該国等に提供する場合。ただし，個人情報を取り扱う側の事務上の支障等から本人収集が困難であるときに限る。

	２
	（報道機関の取材等への対応）

　報道機関の取材，要請に応じて提供，発表する場合。ただし，報道機関を通じて一般市民に知らせることが本来の目的に関連し，矛盾しない場合又は社会的関心が高い等一般市民に知らせる公益上の必要がある場合で，かつ，当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないときに限る。

	３
	（裁判所，警察，弁護士会からの求めに応じて行う報告，文書の送付等）

　法律の規定に基づく裁判所等からの求めに応じて報告，文書の送付等を行う場合。ただし，当該個人情報を使用する目的に公益性がある場合又は実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難な場合であり，かつ，個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限る。

	４
	（行政機関からの照会等に対して行う回答等）

　行政機関が実施する事務に関して行う照会，依頼，調査等に対して回答等する場合。ただし，当該個人情報を使用する目的に公共性が認められ，照会することについて合理的理由があり，かつ，個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限る。
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